
年齢も性別も職業も経験も違う様々な人が、

それぞれの得意分野で活躍しています。

人権擁護委員や法務局職員による人権相談は

こちら↓で受け付けています。

人権擁護委員は、みんなの人権が尊重され、

人権が侵害されないようにするため、法務大

臣の任命により、全ての市町村で活動してい

ます。

そんなこと
ないよ！

人権って

難しそう…

不動産登記推進イメージキャラクター

「トウキツネ」

法務局では、

人権擁護の業務も行っています。

人権擁護と聞くと一見

難しいことのように思えますが・・・

人権イメージキャラクター

人KENまもる君・人KENあゆみちゃん

人権擁護委員制度

ナビゲーション

キャラクター

たばみん

人権擁護委員

いろんな立場の人が
人権擁護委員に
なっているんだ

話聞いてもらえて

ほっとしたよ

相手を一人の人として

尊重することが大切です。

人権とは誰もがもっているもので、

誰にとっても身近なことなのです。

「遺言書ほかんガルー」

実は身近なことなんだ！
人権擁護委員に相談する

こともできるんだよ

人権イメージキャラクター

人KENまもる君・人KENあゆみちゃん

相談できるなんて

シラナカッタヨ

これで「いろんな人」の

つもりなのかな…？

こんな風にね！

みんなの人権を守る
ために活動している人だよ
学校で人権教室もしているよ

人権相談

秘密は必ず守ります

（インターネット相談）

０５７０-００３-１１０
（みんなの人権１１０番）

ゼロゼロみんなの ひゃくとおばん

（電話相談）


